
古代インド文法学の意味論—パタンジャリ著『大注釈』における「行為実
現者日課」の研究 (1)*
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本稿の目的

VS (1): prayogam icchatā jñātum. jñeyam. kārakam āditah. |

「言語表現について知ろうと欲している者はまず行為実現者について知るべし」

サンスクリット伝統文法学が展開する意味論の中核を担う概念にカーラカ（kāraka）「行為実現
者」と呼ばれるものがある。文（vākya）の意味の主要素（pradhāna）を定動詞（tiṅanta）が表示
する行為（kriyā）とし、その行為に様々な参与者が関わることで文意（vākyārtha）が完成する。
古代インドの文法家パーニニ（Pān. ini紀元前 5世紀から紀元前 4世紀頃）は、その文典『八課集』
（As. t.ādhyāyı̄）において、この行為実現者にどのような種類があるか、それぞれの行為実現者には
どのような特性があるかを文法規則を通じて定義している。パーニニの定義に基づいて、それら
をまとめると以下のようになる1。

1. 行為が始まる〈起点〉（apādāna）

例：「xが村からやって来ている」（grāmād āgacchati）における「村」2

2. 行為の対象を受けとる〈受け手〉（sampradāna）

例：「xは師に牛を与える」（upādhyāyāya gām. dadāti）における「師」3

3. 行為をなすための〈手段〉（karan. a）

例：「xは鎌で切っている」（dātren. a lunāti）における「鎌」4

4. 行為を支える〈基体〉（adhikaran. a）

例：「xは敷物に座っている」（kat.a āste）における「敷物」5

5. 行為をうける〈対象〉（karman）

例：「xは敷物を作っている」（kat.am. karoti）における「敷物」6

6. 行為をなす〈主体〉（kartr
˚
）

例：「デーヴァダッタが調理している」（devadattah. pacati）における「デーヴァダッタ」7

*本研究は、2020年 9月 14日と 15日にオンラインで開催した文法学研究会（広島大学主催）の成果で
ある。活発な議論を通じて有益な示唆を与えてくれた研究会参加者に謝意を表する。また、草稿に目を通し
て数々の気づきを与えてくれた矢崎長潤氏に深く感謝する。

1順番はパーニニが定義する順番に従ったものである。
2KV on A 1.4.24 (I.80).
3KV on A 1.4.32 (I.81).
4KV on A 1.4.42 (I.83).
5KV on A 1.4.45 (I.84).
6KV on A 1.4.49 (I.85).
7KV on A 1.4.54 (I.87).
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これが各行為実現者の基本的性格であるが、パーニニは規則 1.4.24から 1.4.55において、上記
のような意味的観点から行為実現者を規定する規則に加え、統語的観点からそれを規定する規則
も設けている8。紀元前 2世紀頃に出たパタンジャリは、文法学書『大注釈』（Mahābhās. ya）の「行
為実現者日課」（kārakāhnika）において、それら二種類の文法規則に対して多様な議論を展開して
いる。今後、当該の日課を読み解く一連の訳注研究の発表を予定しており、本稿はその第一弾に当
たる。すなわち、規則 1.4.23（kārake）に対する注釈部の訳注研究を行うものである。本規則は、
各行為実現者を規定する規則の前提条件を提示する規則である。

パタンジャリの文法理論が、後世のインド思想（仏教思想を含む）に与えた影響の甚大さを考慮
すれば、まずもって、彼の議論を丁寧に解き明かす本邦初の日本語訳注を提示することそれ自体
が、本邦のインド学仏教学のさらなる発展にとって大きな価値を有するものである。それが、様々
なサンスクリット文献の中に様々な仕方で顔を出してくる行為実現者論を扱うものであるならば、
なおさらである。また、本稿に始まり今後一連の訳注研究が扱うサンスクリット文法学派の行為
実現者論は、現代言語学の意味役割（semantic role）の理論などと通ずる側面を有するため9、本
研究は、インド古典学の枠を超えて、言語学一般にも貢献しうる可能性を持つものである。

管見によれば、当該箇所全体を扱う日本語の訳注研究は存在しない。欧米諸語による訳注研究
としては、代表的なものに Joshi/Roodbergen 1975がある。同書はパタンジャリの『大注釈』だけ
でなく、カイヤタ（11世紀初め頃）の注釈書『灯火』（Pradı̄pa）に対する英訳も含んでおり、役
に立つ。Cardona 1974: Appedix I (254–270)がなす要点解説も有益である。この他、新文法学派の
バットージディークシタ（16世紀後半–17世紀早紀）が『言葉の海宝』（Śabdakaustubha）の中で
A 1.4.23に対してなす広範な議論を扱った訳注研究として Kudō 1996があり、同規則及び「行為
実現者」という概念をめぐって後代にどのような議論が展開したかを知ることができる。本稿で
は、『大注釈』の議論そのものに焦点をおくため、また『大注釈』の議論そのものの流れを見えや
すくするため、カイヤタやナーゲーシャ（Nāgeśa 17世紀終わりから 18世紀頃）ら後代の注釈者
たちの議論には深入りせず、適宜必要に応じて論及するにとどめる。

科文

　 1術語付与を意図とした kārakeという語の使用

　 2術語の付与対象を定義する必要性

　　 2.1未定義から生じる問題と解決策 1：

　　　「村の近くからやって来る」における「村」への〈起点〉適用と非行為実現者性に基

　　　　づく解決

　　 2.2未定義から生じる問題と解決策 2：

　　　「婆羅門の息子に道を尋ねている」における「婆羅門」への〈対象〉適用と akathita解

　　　　釈に基づく解決

　　 2.3未定義から生じる問題と解決策 3：

　　　「樹の葉が落ちる」における「樹」への〈起点〉適用と非行為実現者性に基づく解決

8例えば次のような規則がある。A 1.4.46: adhiśı̄ṅsthāsāṅ karma ||（「adhiに先行される動詞語根 śı̄『横た
わる』、sthā『立つ、留まる』、ās『座っている』が表示する行為の場である行為実現者は、〈対象〉と呼ば
れる」）
なお、意味論に関心を寄せる 5世紀の言語哲学者バルトリハリは、このように統語的な観点から定義さ

れる行為実現者を主題的に論じることはしない（小川 2015: 41）。
9意味役割については風間・上野・松村・町田 2004: 106–108に簡潔な説明がある。意味役割についての

厳密な記述は言語学の分野においてまだ完成していないらしい（風間・上野・松村・町田 2004: 106）。



古代インド文法学の意味論—パタンジャリ著『大注釈』における「行為実現者日課」の研究 (1)（川村） 109

　　 2.4未定義から生じる問題と解決策 4：

　　　「婆羅門の息子に道を尋ねている」における「婆羅門」への〈対象〉適用と kārakaの

　　　　長術語性に基づく解決

　 3 kārakaという長い術語が持つ語源的意味をめぐる議論

　　 3.1主体でないものへの主体表示語の適用の問題

　　 3.2各行為実現者の主体性

　　　 3.2.1料理行為における〈主体〉の主体性

　　　 3.2.2料理行為における〈基体〉の主体性

　　　 3.2.3料理行為における〈手段〉の主体性

　　　 3.2.4切断行為における〈主体〉の主体性

　　　 3.2.5切断行為における〈手段〉の主体性

　　 3.3〈起点〉等の主体性の問題

　　 3.4行為実現者の自主性と依存性に基づく解決

　　 3.5後続性に基づく規則の優先適用の問題及び行為実現者の自主性と依存性に基づく解決

　　 3.6依存するとはどのような事態か

　　　 3.6.1鍋を洗う行為と回す行為における鍋の依存性

　　　 3.6.2努力に基づく行為実現者の自主性と依存性

　　　 3.6.3主要者との共在に基づく依存性

　　　 3.6.4主要者の定義

　　　 3.6.5行為実現者性と〈基体〉性の相互限定に基づく難点の指摘

　　　 3.6.6 kārakaという語に対する新定義

　 4 kārakeの別解釈とその理由

翻訳研究

1 術語付与を意図とした kārakeという語の使用

MBh on A 1.4.23 (I.323.2–6): kim idam. kāraka iti | sañjñānirdeśah. | kim. vaktavyam etat | na
hi | katham anucyamānam. gam. syate | iha hi vyākaran. e ye vaite loke pratı̄tapadārthakāh. śabdās
taih. nirdeśāh. kriyante paśur apatyam. devateti yā vaitāh. kr

˚
trimās. t.ighughabhasañjñās tābhih. | na

cāyam. loke dhruvādı̄nām. pratı̄tapadārthakah. śabdo na khalv api kr
˚

trimā sañjñānyatrāvidhānāt |
sañjñādhikāraś cāyam. tatra kim anyac chakyam. vijñātum anyad atah. sañjñāyāh. ||

　【問い】kārakeというこの［語］は何か10

　【答え】［kārakeという語により］術語が提示されている。

　【問い】このこと（kārakeという語により術語が提示されていること）は述べる必要があ
るか。

10idamという中性代名詞の主格形があるから、padamという中性名詞の主格形を補って解釈する。ある
いは、idamを対格形の副詞として「ここで（A 1.4.23において）」と解することも可能である。
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　【答え】全くない。

　【問い】どのようにして、述べられていないこと（kārakeという語により術語が提示され
ていること）が理解されるだろうか。

　【答え】確かに、この文法学においては、世間において意味が理解されている paśuh.「獣」、
apatyam「子孫」、devatā「神」11というこれら諸々の言葉によって［意味の］提示がなされる12。あ
るいは、人工的に作られたこれらt.i, ghu, gha, bhaという術語によって13。しかし、この［kāraka
という］言葉は、固定点等に関して、世間において意味が理解されているものではなく、周
知のように、人工的に作られた術語でもない。他の箇所で［kārakaという語の意味が］規定
されていないから。しかし、当該箇所は術語を主題とする箇所である。そのような箇所にお
いて、この術語というもの以外に他の何が認識され得るだろうか。

［解釈］まずパタンジャリは kārakeという言明の役割、すなわち A 1.4.23の役割を問う。それに
対して提示される最初の答えは「術語の提示」（sañjñānirdeśa）である。その場合、A 1.4.23は支
配規則（adhikārasūtra）として、kārakeという術語としての支配項目（sañjñātvenādhikārah.）をA
1.4.24–55に供給することにより14、それら後続規則で規定される行為実現者が kārakaという名で
呼ばれるものであることをその目的とすることになる。

次にパタンジャリは、主題項目としての術語が A 1.4.23によって提示されていることを明示す
る必要があるかどうかを問う。この問いの背景は、カイヤタの注釈によれば以下のように考える
ことができる。パタンジャリによると kārakaという語は、apatya「子孫」のように世間で意味が
理解されている語でもなければ、t.iのようにパーニニ文典で意味が定義されている語でもない。す
なわち kārakaという語の意味は未知であり既知ではない。そのような場合、kārakeという所格形
（第 7格接辞で終わる語）を使用するのは不合理であり、主格形（第 1格接辞で終わる語）の使用
が望ましい。カイヤタによれば、第 7格接辞などは意味が既知であるときに導入される接辞であ
り（bhūtavibhakti「既知［の意味］のための接辞」）、第 1格接辞はそれに対して意味が未知である
ときに使用される接辞（bhāvyamānavibhakti「未知［の意味］のための接辞」）である15。実際、術
語としての主題項目が提示される場合、パーニニの文典では常に主格形が使用される16。つまり
「xは～である」という xの意味定義がなされてはじめて、「xにおいて」等の表現の意味が理解可
能となるのであり、xの意味が理解されていない段階で、「xにおいて」などの表現をするのは適
切ではない。当該規則A 1.4.23が規定する術語 kārakaは、それが継起する後続規則の内容を通じ
てはじめてその意味が判明する類のものであるから、A 1.4.23は kārakaという語を主格形で提示
しなければならない。しかし、実際には kārakeという所格形でそれは提示されているため、断り

11パーニニは devatāと devaの両語を同じ意味を持つものと捉えているので（A 5.4.27: devāt tal）、このよ
うに訳す。

12paśu, apatya, devatāという語が普通名詞として使用される文法規則として、例えば以下のようなものが
ある。

A 1.2.73: grāmyapaśusaṅghes. v atarun. eśu strı̄ ||
A 4.1.92: tasyāpatyam ||
A 2.3.61: pres. yabruvor havis. o devatāsampradāne ||
13A 1.1.64: aco ’ntyādi t.i ||
A 1.1.20: dādhā ghv adāp ||
A 1.1.22: taraptamapau ghah. ||
A 1.4.18: yaci bham ||
14「術語としての支配項目」（sañjñātvenādhikārah.）という表現はカイヤタが使用するものである（Pradı̄pa

on MBh to A 1.4.23 [II.376]）。
15bhūtavibhaktiと bhāvyamānavibhaktiの意味については Joshi/Roodbergen 1975: 12, notes 38–39も参照せ

よ。
16Joshi/Roodbergen 1975: 9.
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がないと、当該規則が後続規則の規定するものに付与されるべき術語を提示していることがわか
らない、というわけである17。

このような問いに対してパタンジャリは、当該規則が後続規則に継起する術語を提示する規則で
あることを明示する必要はないとする。すなわち、問題のA 1.4.23はA 1.4.1: ā kad. ārād ekā sañjñā
「当該規則から A 2.2.38: kad. ārāh. karmadhārayeまで、一つのものには一つだけの術語が適用され
る」に始まる術語論題内の規則であるから、kārakeという所格形であったとしても、それが術語を
提示するものであることは明白なのである。そしてカイヤタによれば、パタンジャリは kārakeと
いう所格形が実は主格形を意図したものであると考えている。そのようなことが可能なのは、パ
タンジャリが以下のような二つの原則を受け入れているからである。

1. supām. supo bhavanti |

「［ヴェーダ語の領域では］諸々の名詞接辞に諸々の名詞接辞が代置される」18

2. chandovat sūtrān. i bhavanti |

「［パーニニの］諸々の文法規則はヴェーダ語のように扱われる」19

第一の原則は、ヴェーダ語の領域では第 1格接辞に第 7格接辞が代置され得ること、言い換えれ
ば、意味を変えずに主格形の代わりに所格形が使われ得ることを保証し、第二の原則は、第一の原
則をパーニニの文法規則の語法にも適用してよいことを保証する。このようにして、kārakeとい
う所格形が後続規則に継起する術語を提示するものとしての機能を果たすことが正当化される20。

なお、A 1.4.23により kārakaという術語が後続規則で規定される対象に適用されるとすると、
それら後続規則もまた〈起点〉などそれぞれの術語を当該の対象に適用するものであるから、こ
こに術語の共適用（samāveśa）の問題が生ずる。上で言及した A 1.4.1: ā kad. ārād ekā sañjñāに従
うならば、当該の対象には一つの術語しか適用できない。パタンジャリはこの問題を論じていな
いが、カイヤタは回避策を提案している。その要点説明については Joshi/Roodbergen 1975: 15に
譲る。

2 術語の付与対象を定義する必要性

2.1 未定義から生じる問題と解決策 1：「村の近くからやって来る」における「村」への〈起点〉
適用と非行為実現者性に基づく解決

vt. 1 on A 1.4.23: kāraka iti sañjñānirdeśaś cet sañjñino ’pi nirdeśah. ||

　 kārakeという［語］により術語が示されているとすれば、術語対象もまた示される［べき
である］。

17Pradı̄pa on MBh to A 1.4.23 (II.376): śāstre loke ca prasiddhyabhāvād bhūtavibhaktyanupapattyā bhāvya-
mānavibhakteh. prathamāyāh. sthāne saptamı̄ kr

˚
tety bhāvah. ||（「論書においても世間においても［kārakaとい

う語の意味は］周知でないから、既知［の意味］のための接辞は不合理である。したがって、未知［の意味］
のための接辞である第 1格接辞の代わりに、第 7格接辞が付されている。このことが意図されている」）

18この原則については Joshi/Roodbergen 1976: 59, note 174を見よ。
19この原則については Kawamura 2018: Appendix Iを見よ。
20Pradı̄pa on MBh to A 1.4.23 (II.376): supām. supo bhavantı̄ti prathamāyāh. sthāne saptamı̄ kr

˚
teti bhāvah. |

（「『［ヴェーダ語の領域では］諸々の名詞接辞に諸々の名詞接辞が代置される』という［原則］に基づいて、
第 1格接辞の代わりに第 7格接辞が付されている。以上のことが意図されている」）ここでカイヤタは上に
挙げた第 2の原則には言及していないが、原則 1をパーニニの語法に適用するには必然的に原則 2が要求
されるから、カイヤタはそれを念頭に置いていると考えられる。
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MBh on vt. 1 to A 1.4.23 (I.323.8–9): kāraka iti sañjñānirdeśaś cet sañjñino ’pi nirdeśah. kartavyah. |
sādhakam. nirvartakam. kārakasañjñam. bhavatı̄ti vaktavyam |

　 kārakeという［語］により術語が示されているとすれば、術語対象もまた示されるべきで
ある。「［行為の］実現者が（sādhakam=nirvartakam）kārakaと呼ばれる」と定式化されるべ
きである。

vt. 2 on A 1.4.23: itarathā hi anis. t.aprasaṅgo grāmasya samı̄pād āgacchatı̄ty akārakasya ||

　なぜなら、さもなくば不都合なことが帰結するからである。grāmasya samı̄pād āgacchati「x
が村の近くからやって来ている」において行為実現者でないものに［術語〈起点〉が適用さ
れてしまう］。

MBh on vt. 2 to A 1.4.23 (I.323.11–14): itarathā hi anis. t.am. prasajyeta | akārakasyāpi apādā-
nasañjñā prasajyeta | kva | grāmasya samı̄pād āgacchatı̄ti || nais. a dos. ah. | nātra grāmo ’pāyayuk-
tah. | kintarhi samı̄pam | yadā ca grāmo ’pāyayukto bhavati bhavati tadāpādānasañjñā | tad yathā |
grāmād āgacchatı̄ti ||

　なぜなら、さもなくば不都合なことが帰結してしまうからである。行為実現者でないもの
に〈起点〉という術語が適用されてしまう。

　【問い】どのような［事例］においてか。

　【答え】grāmasya samı̄pād āgacchati「xが村の近くからやって来ている」において。

　【反論】このような過失はない。当該例において、村は離れる行為と結びついていない。そ
うではなくて、近くの場所が［離れる行為と結びついている］。そして、村が離れる行為と結
びつくとき、［村に］〈起点〉という術語が適用される。例えば grāmād āgacchati「xが村から
やって来ている」におけるように。

［解釈］カーティヤーヤナ（紀元前 3世紀頃）はA 1.4.23に対する第 1評釈（vt. 1）において、kāraka
という術語を規定する際には、術語対象（sañjnin）、すなわちその術語によって指し示される対象
が何であるかを規定する必要があるとする。パタンジャリによれば、例えば以下のように、「行為
の実現者（sādhaka, nirvartaka）」という術語対象を規定する形に A 1.4.23を定式化し直さなけれ
ばならない。

*A 1.4.23: sādhakam kārake ||

「［行為の］実現者は kārakaと呼ばれる」

確かにA 1.4.24以降の規則では kārakaという術語が付与される対象が規定されるのであるが、そ
れに加えて「行為の実現者である」という限定が術語対象には付されるべきということである21。A
1.4.23を上記のように改訂するならば、それ以降の規則解釈には「行為の実現者である」（sādhakam）
という条件が読み込まれることになり、術語対象の性格が限定されることになる。

ではなぜ、このような限定が必要なのか。それは、kārakaという術語が適用される対象の性格
をこのように規定しておかないと、ある不都合が起こるからである。次の文と規則を見よ。文法
規則は、この段階で意図されているはずの規則解釈とともに挙げている。

21Pradı̄pa on MBh to vt. 1 ad A 1.4.23 (II.376): yady api vaks. yamān. ā dhruvādayah. sañjñino labhyante tathāpi
viśis. t.ah. sañjñı̄ nirdes. t.avyah. | yat kriyāyāh. sādhakam. dhruvādi tat kārakasañjñam apādānasañjñam. ca bhavatı̄ti ||
（「後に述べられるであろう固定点等が［kārakaという術語の］術語対象として得られるとしても、そうだ
としても、限定された術語対象が提示されるべきである。『行為の実現者である固定点等、それが kārakaと
呼ばれ、〈起点〉とも呼ばれる』となるように」）
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［1］ grāmasya samı̄pād āgacchati |

「xが村の近くからやって来ている」

A 1.4.24: dhruvam apāye ’pādānam ||

「離れる行為があるとき、固定点は kāraka及び〈起点〉と呼ばれる」

A 2.3.28: apādāne pañcamı̄ ||

「他の項目によって表示されていない〈起点〉が表示されるべきとき、第 5格接辞が起こる」

文［1］において、行為者がそこから離れているところの「近く（近くの場所）」（samı̄pa）はA
1.4.24により〈起点〉と呼ばれ、起点としての「近く」を表示するために、samı̄paという語の後
にはA 2.3.28により第 5格接辞（奪格語尾）が導入される。ここで次のような問題が起こる。「村
の近く」から離れて今こちらにやって来ている者は、当然「村」（grāma）からも離れていること
になる。したがって、この「村」とそれを表示する grāmaという語にも上記と同様の文法操作が
適用され、以下のような文が導出されることになってしまう。

［2］*grāmāt samı̄pād āgacchati

これでは、文［1］における grāmasya「村の」という属格形を説明することができず、結果、文
［1］という正しい文を説明することができない。

このような不都合は、kārakaと呼ばれる対象が「行為の実現者」であることを明示するように
A 1.4.23を改訂することで解決される。A 1.4.23がそのように改訂された場合、A 1.4.24は次のよ
うに解釈されることになる。

A 1.4.24: dhruvam apāye ’pādānam ||

「離れる行為があるとき、行為実現者である（sādhakam）固定点は kāraka及び〈起点〉と呼
ばれる」

当該の行為者がなす到来行為（āgamana）において、確かに行為者は「近くの場所」だけではな
く「村」からも離れている。しかし、文［1］において「村」はそのような到来行為の実現に必要な
要素としては表現されておらず、あくまで「近くの場所」の限定要素（viśes. an. a）として表現され
ている22。後の議論に出てくるが23、別の言い方をすれば［1］において「村」は関係（sambandha）
を表す属格語尾を通じて「近くの場所」と関係するものとしてのみ表現されており、やって来る
行為の実現に関わるものとしては述べられていない、ということである。これが、パタンジャリ
が「当該例において、村は離れる行為と結びついていない」（nātra grāmo ’pāyayuktah.）と言うと
き意図していることであると解釈できる。現実の世界では行為者は確かに村からも離れているの
であるが、文［1］が表現する意味の世界では行為者が村から離れることは話者によって意図され
ていないのである。一方、話者が村から離れる行為を表現しようと意図する場合、次のような文
が使用される。

22Pradı̄pa on MBh to vt. 2 ad A 1.4.23 (II.377): yathā yo vr
˚

ks. aśākhāyāh. patati vr
˚

ks. ād apy asau patati | evam.
yo grāmasamı̄pād āgacchati grāmād apy asāv āgacchati | tataś cāpāye grāmasya dhruvatā bhavati | āgamane tu
nirvartakatvābhāvah. | samı̄paviśes. an. atvenopāttatvāt ||（「例えば、樹の枝から落ちるもの、それは樹からも落
ちる。同様に、村の近くからやって来ている者、その者は村からもやって来ている。そしてそれゆえ、［村
から］離れる行為があるから、村は固定点となる。しかし［実際には］、［当該の例において］到来行為に関
する実現者性は［「村」には］ない。［「村」は］近くの場所の限定要素として得られているからである」）

23§2.3を見よ。
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［3］grāmād āgacchati |

「xが村からやって来ている」

同文において「村」とそれを表示する grāmaという語は、上記A 1.4.24とA 2.3.28の適用を受
けている。当該の議論においてパタンジャリは、その言葉こそ使っていないが、カーティヤーヤ
ナが第 4評釈で導入する話者の意図（vivaks. ā）という視点を先取りしていると考えられる。

2.2 未定義から生じる問題と解決策 2：「婆羅門の息子に道を尋ねている」における「婆羅門」へ
の〈対象〉適用と akathita解釈に基づく解決

vt. 3 on A 1.4.23: karmasañjñāprasaṅgo ’kathitasya brāhman. asya putram. panthānam. pr
˚

cchatı̄ti ||

　［また、術語対象が示されなければ、］言及されていないもの（akathita）に〈対象〉という
術語が適用されてしまう。brāhman. asya putram. panthānam. pr

˚
cchati「xが婆羅門の息子に道を

尋ねている」において。

MBh on vt. 3 to A 1.4.23 (I.323.16–21): karmasañjñā ca prāpnoty akathitasya | kva | brāhman. asya
putram. panthānam. pr

˚
cchatı̄ti || nais. a dos. ah. | ayam akathitaśabdo ’sty evāsaṅkı̄rtite vartate | tad

yathā | kaś cit kam. cit sañcaks. yāha | asāv atrākathitah. | asaṅkı̄rtita iti gamyate | asty aprādhānye
vartate | tad yathā | akathito ’sau grāma akathito ’sau nagara iti ucyate yo yatrāpradhāno bha-
vati || tad yadāprādhānye ’kathitaśabdo vartate tadais. a dos. ah. karmasañjñāprasaṅgo ’kathitasya
brāhman. asya putram. panthānam. pr

˚
cchatı̄ti ||

　また、［術語対象が示されなければ、］言及されていないもの（akathita）に〈対象〉という
術語が結果する。

　【問い】どのような［事例］においてか。

　【答え】brāhman. asya putram. panthānam. pr
˚

cchati「xが婆羅門の息子に道を尋ねている」に
おいて。

　【反論】このような過失はない。このakathitaという語は「含まれていないもの」（asaṅkı̄rtita）24

を表示することが確かにある25。それは例えば以下のような場合である。ある人がある人をし
かと除外して（sañcaks. ya）述べている。「彼はここに言及されていない」（asāv atrākathitah.）
［と］。「含まれていない」（asaṅkı̄rtitah.）と理解される。

　［akathitaという語は］非主要素性を意味することがある。それは例えば以下のような場合
である。「その者のことは村では言及されていない」（akathito ’sau grāme）「その者のことは都
では言及されていない」（akathito ’sau nagare）と言われる。その［村や都］でその［彼］は主
要な者ではない。その場合、非主要素性を akathitaという語が表示するとき、次のような過失
が起こる。［すなわち、］主要でないもの（akathita）に〈対象〉という術語が適用されてしま
う。brāhman. asya putram. panthānam. pr

˚
cchati「xは婆羅門の息子に道を尋ねている」において。

［解釈］カーティヤーヤナは次の考察対象として以下の文を挙げている。

［4］brāhman. asya putram. panthānam. pr
˚

cchati |

「xは婆羅門の息子に道を尋ねている」

24何かを数え上げる際に「しかと述べられていない」（asaṅkı̄rtita）ことから、「含まれてない」という意
味が出てくると考えられる（cf. Joshi/Roodbergen 1975: 19 with note 64）。

25このような不変化詞としての astiの用法については、Speijer 1886 (1973): 234 (§311-2)を見よ。この種
の astiは以下にもう一度出てくる。
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当該の議論においては以下の三つの文法規則が念頭に置かれている。この段階で意図されてい
るはずの規則解釈とともに挙げる。

A 1.4.49: kartur ı̄psitatamaṅ karma ||

「〈主体〉が最も得ようと望むものは kāraka及び〈対象〉と呼ばれる」

A 1.4.51: akathitañ ca ||

「言及されていないものは kāraka及び〈対象〉と呼ばれる」

A 2.3.2: karman. i dvitı̄yā ||

「他の項目によって表示されていない〈対象〉が表示されるべきとき、第 2格接辞が起こる」

文［4］が表現する「息子」（putra）に適用されるべき術語は、A 1.4.51より前の規則、すなわ
ち A 1.4.24から A 1.4.50のどの規則によっても規定されていない。したがって、A 1.4.51により
「息子」には〈対象〉という術語が適用され、〈対象〉としての「息子」を表示するために、putra
という語の後には A 2.3.2により第 2格接辞（対格語尾）が導入される。

ここで次のような問題が起こる。文［4］が表現する「婆羅門」（brāhman. a）に適用されるべき
術語も、A 1.4.24からA 1.4.50のどの規則によっても規定されていない。したがって、この「婆羅
門」とそれを表示する brāhman. aという語も上記二つの規則の適用を受ける。結果、以下のような
文が派生してしまい、文［4］の派生を説明できなくなる。

［5］*brāhman. am. putram. panthānam. pr
˚

cchati |

まずもってこの問題は、先の場合と同様、A 1.4.23を「行為実現者が kārakaと呼ばれる」とい
うような形の規則に改変し、kārakaと呼ばれる対象の性格を限定することで回避可能である。こ
の場合、A 1.4.51は以下のように解釈されることになる。

A 1.4.51: akathitañ ca ||

「言及されていない行為実現者は kāraka及び〈対象〉と呼ばれる」

文［4］が表現する事態において、「婆羅門」は「息子」の限定要素に過ぎず、尋ねる行為の成
立に必要な行為実現者ではない。そのため、「婆羅門」には A 1.4.51は適用されず、文［5］が派
生されることはない。

しかしパタンジャリは、kārakaという術語の対象を定義することなく問題の解決を試みる26。パ
タンジャリによれば、A 1.4.51の akathitaという語は「含まれていないもの」を意味する。ある集
合の中に xが「言及されていないこと」は xがそこに「含まれていないこと」に等しいからであろ
う。xはその集合の中から除外されているということである（sañcaks. ya）27。そしてカイヤタによ
れば、除外（varjana）とは集合の中に含まれる可能性のある同種のものに対してのみ適用される。
例えば、野球の日本代表選手が選抜されるとき、その選抜は何らかの球団に属する野球選手の中
から行われるのであって、その選抜から漏れてしまう選手はその何らかの球団に属する野球選手

26パーニニの規則の形をできる限り保ったまま問題を解決しようとするのがパタンジャリに一般的に認め
られる態度である。

27パタンジャリが使用する sañcaks. yaという語は、A 2.4.54: caks. iṅah. khyāñ「ārdhadhātukaの領域で、動
詞語根 caks. IṄ全体に khyāÑが任意に代置される」に対する第 2評釈「［caks.が］除外を意味する場合、［caks.
への khyāÑの代置は］禁止される」（vt. 2 on A 2.4.54: varjane pratis. edhah.）に基づいて、除外（varjana）を
表す。
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である。何の球団にも属していない非野球選手である筆者は、そもそも日本代表選手団に含まれ
る可能性はないから、除外の対象にもならない28。A 1.4.51の akathitaがこのような除外の概念を
伝えるものであるとすると、A 1.4.51が適用される対象は、もともと〈起点〉等の術語が適用され
る可能性のある対象に限定される。［4］における「息子」には A 1.4.24により術語〈起点〉が適
用される可能性があるが29、話者が「息子」を〈起点〉として語ろうとしないとき、「息子」は術
語適用から除外されたものとして、A 1.4.51の適用を受ける。一方、［4］における「婆羅門」には
A 1.4.24からA 1.4.50のいずれの規則も適用不可能であるから、そもそも除外の対象にはならず、
A 1.4.51の適用を受けることもない30。［1］における「村」と同様、［4］において「婆羅門」は関
係を表示する属格語尾を通じて「息子」と関係するものとしてのみ表現されており、尋ねる行為
に直接関わるものとしては表現されていない。

続いて、パタンジャリは akathitaという語が伝える別の意味に論及している。それは非主要素
性（aprādhānya）である。akathitaが非主要素性を伝えるものとして解釈された場合、A 1.4.51が
「婆羅門」に適用されることを防ぐことはできない。ある集合からの xの除外を語るには、その集
合に含まれる可能性が xになくてはならないのとは違って、xが主要なものではないことを語ると
きには、主要なものである可能性は xには必要なく、主要なものになる可能性がないものにも非
主要者性は想定し得る。文［4］において、行為の主体が尋ねる行為を通じて最も得ようと望んで
いるのは「道」（pathin）であり、そのようなものとして「道」には上掲のA 1.4.49により〈対象〉
という術語が適用される。このような「道」に比して「婆羅門」と「息子」はいずれも主要でない
ものであり、A 1.4.51の akathitaが「主要でないもの」を指し示すものとして解釈される場合、い
ずれも同規則により〈対象〉と呼ばれる。結果、「婆羅門」を表示する brāhman. aという語の後に
は A 2.3.2により第 2格接辞が導入され、文［4］の派生を説明できなくなる31。

この問題も、kārakaと呼ばれる対象に行為実現者性を付与することで回避可能なのであるが、パ
タンジャリはそのことには触れず、ここで当該の問題はいったん保留される。この問題は、kāraka
という術語の対象を定義する必要はないこと、kārakaという術語が持つ語源的意味それ自体がこ
の術語の対象の性格を規定し得ること、これらの論点を導入する際にもう一度取り扱われる32。

28これは筆者がつくった例である。
29この点については Cardona 1974: 260–261を見よ。
30当該の論理については Cardona 1974: 260が明確にしている。なお Joshi/Roodbergen 1975: 20は、おそ

らく以下のカイヤタ注に従って、ここで言う「同種のもの」を「〈起点〉等の術語の適用を受ける可能性がある
もの」とはせず、「行為を実現するもの」としている。確かに、このように考えても「婆羅門」をA 1.4.51の適
用の対象外と見なすことは可能である。しかし、ここでパタンジャリが試みているのは、kārakaという術語
が規定される対象を「行為を実現するもの」と明確に規定せずに問題を解決することであるから（そうでなけ
ればわざわざ akathitaの解釈を議論する必要はない）、この議論は、kārakaという術語が適用される対象の性
格は定義されないまま、進められている。それゆえ、「同種のもの」が「行為を実現するもの」であることは、
この議論のもとでは前提とされていない。以上より、Joshi/Roodbergenの記述及びカイヤタの説明は、パタン
ジャリの意図に反すると言わねばならない。Pradı̄pa on MBh to vt. 3 ad A 1.4.23 (II.378): sañcaks. yeti | varjane
pratis. edha iti khyāñādeśābhāvah. | varjanam. ca prasaktasya sajātı̄yasyaiva bhavatı̄ti kārakasyaiva karmasañjñā
bhavati na tu brāhman. asya putram. prati viśes. an. atvenopāttasya ||（「sañcaks. yaについて。除いて［varjayitvā］、
という意味である。『［caks.が］除外を意味する場合、［caks.への khyāÑの代置は］禁止される』という［規
定］に基づいて、khyāÑの代置は起こらない。そして除外は、生起が想定される同種のものにのみ適用され
る。したがって、行為実現者にのみ〈対象〉という術語が起こり、『息子』に対する限定要素として得られ
ている『婆羅門』には起こらない」）

31Pradı̄pa on MBh to vt. 3 ad A 1.4.23 (II.378): tad yadeti | aprādhānyasya prasaṅganirapeks. atvād brāhman. e
’pi putravadbhāvāt | panthā ı̄psitatamatvāt pradhānam. na putro nāpi brāhman. ah. ||（「tad yadā以下について。
主要でないものは、［除外の場合とは違って］仮想生起を期待しないから、『婆羅門』にも『息子』と同様の
性質があるからである。『道』が最も得ようと望まれる対象であるから主要なものであり、『息子』も『婆羅
門』もそうではない」）

32§2.4を見よ。
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2.3 未定義から生じる問題と解決策 3：「樹の葉が落ちる」における「樹」への〈起点〉適用と非
行為実現者性に基づく解決

vt. 4 on A 1.4.23: apādānam. ca vr
˚

ks. asya parn. am. patatı̄ti ||

　また、［術語対象が示されなければ、］〈起点〉［という術語が結果する］。vr
˚

ks. asya parn. am.
patati「樹の葉が落ちる」において。

MBh on vt. 4 to A 1.4.23 (I.323.23–24): apādānasañjñā ca prāpnoti | kva | vr
˚

ks. asya parn. am. patati |
kud. yasya pin. d. ah. patatı̄ti |

　また、［術語対象が示されなければ、］〈起点〉という術語が結果する。

　【問い】どのような［事例］においてか。

　【答え】vr
˚

ks. asya parn. am. patati「樹の葉が落ちる」、kud. yasya pin. d. ah. patati「壁の一部が落
ちる」において。

vt. 5 on A 1.4.23: na vāpāyasyāvivaks. itatvāt ||

　むしろ［上記の過失は］ない。［葉が樹から］離れる行為は表現しようと意図されていない
から。

MBh on vt. 5 to A 1.4.23 (I.324.2–5): na vais. a dos. ah. | kim. kāran. am | apāyasyāvivaks. itatvāt |
nātrāpāyo vivaks. itah. | kintarhi sambandhah. | yadā cāpāyo vivaks. ito bhavati bhavati tadāpādāna-
sañjñā | tad yathā vr

˚
ks. āt parn. am. patatı̄ti | sambandhas tu tadā na vivaks. ito bhavati | na jñāyate

kaṅkasya vā kurarasya veti ||

　【反論】むしろ上記の過失はない。

　【問い】なぜか。

　【答え】［葉が樹から］離れる行為は表現しようと意図されていないから。［すなわち、］当
該例においては［葉が樹から］離れる行為は表現しようと意図されていない。そうではなく
て、［樹と葉の］関係が［意図されている］。一方、［葉が樹から］離れる行為が表現しようと
意図されるときには、〈起点〉という術語が起こる。それは例えば、vr

˚
ks. āt parn. am patati「樹

から葉が落ちる」におけるように。一方で、その際、関係は表現しようと意図されていない。
［したがって、落ちてきているものが］サギの［羽（parn. a）］なのか、ミサゴの［羽（parn. a）］
なのかは知られない。

［解釈］次に考察対象となるのは以下の文である。

［6］ vr
˚

ks. asya parn. am. patati |

「樹の葉が落ちる」

当該の葉が何らかの樹から落ちると考えるならば、ここに、葉が樹から離れる行為（apāya）が
成立する。その場合、「樹」とそれを表示する vr

˚
ks. aという語には §2.1で引用した A 1.4.24と A

2.3.28が適用されるため、以下のような文が派生することになる。

［7］ vr
˚

ks. āt parn. am. patati |

「樹から葉が落ちる」
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結果、文［6］の派生を説明することができなくなってしまう。パタンジャリが追加する例文
kud. yasya pin. d. ah. patati「壁の一部が落ちる」の場合も問題は同じである。

この問題に対する回避策は、すでに文［1］に関してパタンジャリが示唆していたものと同じで
ある33。すなわち、話者の表現意図（vivaks. ā）という視点である。ここに至ってカーティヤーヤナ
とパタンジャリはこの話者の表現意図という概念を明確に打ち出す。パタンジャリによれば、文
［6］において話者が表現しようと意図しているのは葉が樹から離れる行為ではなく、樹と葉の関
係（sambandha）である34。以下の文法規則が考慮される。

A 2.3.50: s. as. t.hı̄ śes. e ||

「〈残余〉（関係）が表示されるべきとき、第 6格接辞が起こる」

この規則は、何らかの行為実現者や名詞語基（prātipadika）の意味とは異なるもの、すなわち
二者間の関係（sambandha）を表示するために、第 6格接辞（属格語尾）が導入されることを規定
している35。話者が樹を葉と単に関係するものとして語ろうと意図するとき、A 2.3.50が適用され
て文［6］が派生する。一方、葉が樹から離れる行為を語ろうと話者が意図するとき、A 1.4.24と
A 2.3.28が適用されて、文［7］が派生する。このように話者の表現意図に依拠することによって、
文［6］の派生は説明できる。この場合、kārakaという術語の対象をあらかじめ特徴づけることが
できるように A 1.4.23を改変することは不要となる。

最後にパタンジャリは文［7］が伝える状況の不明瞭さを指摘している。［7］から聞き手が知り
得るのは、樹から parn. aと呼ばれるものが落ちるということであって、その parn. aと呼ばれるもの
が何と関係するものなのか、もともと何に属するものなのかは明らかではない。それは当該の樹
に茂っていた葉（parn. a）なのかもしれないが、もしかすると鳥の羽（parn. a）が樹にくっついてい
て、その羽が樹から地面に落ちてきているのかもしれない36。

2.4 未定義から生じる問題と解決策 4：「婆羅門の息子に道を尋ねている」における「婆羅門」へ
の〈対象〉適用と kārakaの長術語性に基づく解決

MBh on A 1.4.23 (I.324.6–9): ayam. tarhi dos. ah. karmasañjñāprasaṅgaś cākathitasya brāhman. asya
putram. panthānam. pr

˚
cchatı̄ti | nais. a dos. ah. | kāraka iti mahatı̄ sañjñā kriyate | sañjñā ca nāma yato

na laghı̄yah. | kuta etat | laghvartham. hi sañjñākaran. am | tatra mahatyāh. sañjñāyāh. karan. a etat
prayojanam anvarthasañjñā yathā vijñāyeta | karotı̄ti kārakam iti |

　【反論】その場合、次の過失が起こる。すなわち、［術語対象が示されなければ、］主要でな
いもの（akathita）に〈対象〉という術語が帰結してしまう。brāhman. asya putram. panthānam.
pr
˚

cchati「xは婆羅門の息子に道を尋ねている」において。

　【答論】上記の過失はない。kārakeというように長い術語が与えられている。そして、そ
れ以上短くならないところのものが、術語というものである。

　【問い】それはなぜか。

33文［1］と文［6］が孕む問題は同じである。両者の違いは、行為の起点となる候補が前者では二つ（「村」
と「近くの場所」）あるのに対し後者では一つ（「樹」）しかないという点にある。

34より具体的には葉と樹の間にある部分と全体の関係（avayavāvayavibhāva）と考えることができる。
35KV on A 2.3.50 (I.145): karmādibhyo ’nyah. prātipadikārthavyatirekah. svasvāmisambandhādih. śes. ah. |
36このパタンジャリの指摘を文［6］に当てはめると、文［6］が伝えているのは樹の葉が落ちてきている

ということであって、それがどこから落ちてきているのかはわからないということになるが（樹の葉は何
らかの建物の上から落ちてきているかもしれない）、当該の議論の文脈では、parn. aと呼ばれるものが樹か
ら落ちてきていることが前提とされているので、ここまで考える必要はないであろう。



古代インド文法学の意味論—パタンジャリ著『大注釈』における「行為実現者日課」の研究 (1)（川村） 119

　【答え】なぜなら、術語が与えられるのは簡便さのためだからである。そのような場合、長
い術語を与えることには、次のような目的がある。語源的意味を有するものとして術語が認
識されるように、［という目的が］。「kārakaという語は［行為を］もたらす者（karoti）を意
味する」というように37。

［解釈］話者の意図という概念を利用することで、文［5］と文［6］の派生は説明できる。続いてパ
タンジャリは、この概念をもってしても §2.2で提起された問題を解決することはできないことを
指摘していると考えられる。直前の話者の意図の議論と当該の議論がひとつながりになっている
ことは、tarhi「その場合」という語の使用からわかる。§2.2では、次の文の派生が問題とされた。

［4］brāhman. asya putram. panthānam. pr
˚

cchati |

「xは婆羅門の息子に道を尋ねている」

A 1.4.51の akathitaが主要でないものに言及する語であるならば、尋ねる行為の直接的な対象で
ある「道」以外の「婆羅門」と「息子」はいずれも「主要でないもの」であるから、A 1.4.51の適
用により結果として以下のような文が派生してしまう。

［5］*brāhman. am. putram. panthānam. pr
˚

cchati |

話者の意図を使ってこの問題を解決することはできない。なぜなら、話者は婆羅門を単に息子
と関係する者として表現するために文［4］を発していると主張したとしても38、同文が表現する
事態において「婆羅門」が「道」に比して主要でないものであることに変わりはないため、A 1.4.51
の適用は妨げられないからである。

kārakaという術語が指す対象を限定するような形に A 1.4.23を再定式化するならば、「婆羅門」
は尋ねる行為の実現に必要な要因ではないため、A 1.4.51の適用を防ぐことができる。しかし、こ
こでパタンジャリは、A 1.4.23を変更することなく問題を解決する案を提出する。それは、kāraka
という術語そのものが示唆する対象限定である。

文法学で使われる術語（sañjnā）は上で見たt.iや ghuのように、簡便さを考慮して必要最小限の
音から構成されるものである。一方、kārakaという術語は明らかに長い術語（mahatı̄ sañjñā）であ
り、パーニニはより短い術語を用いることができたはずである。それにもかかわらず、パーニニ
がわざわざ kārakaという術語を用いているということは、そこに何らかの目的があるはずである。
その目的とは、パタンジャリによれば、kārakaという語によって「［行為を］もたらす者」という
語源的意味を理解させる点にある39。同語によってこのような語源的意味が伝えられるとすれば、
この語が適用される対象は必然的にこのような意味によって特徴づけられた対象でなくてはなら
ない。このようにして、kārakaという術語そのものから対象に対する限定が確立される。この段
階で、A 1.4.51は次のように解釈されることになる。

37kr
˚

t接辞で終わる項目と taddhita接辞で終わる項目の分析文中で使用される定動詞形（ākhyāta）におけ
る動詞語根の意味（行為）と定動詞接辞の意味（〈主体〉等）の主従関係（gun. apradhānabhāva）は、通常
の発話文中で使用される定動詞形におけるそれとは逆転（viparyaya）する。それ故、kārakaという語の分
析文 karotiは「xがもたらす」ではなく「もたらす者 x」を意味する。通常の発話文において karotiと述べ
られれば、動詞語根の意味に主要性があるため、「xがもたらす」という意味理解が起こる（小川 2011: 39,
note 30）。

38息子と婆羅門の間にある関係は被生出者と生出者の関係（janyajanakabhāva）である。
39kārakaという語の派生は以下の通りである。

(1) kr
˚

+ N. vuL (A 3.1.133: n. vultr
˚

cau)
(2) kr

˚
+ aka (A 7.1.1: yuvor anākau)

(3) kār + aka (A 7.2.115: aco ñn. iti; 1.1.51: ur an. raparah. )

　 kāraka
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A 1.4.51: akathitañ ca ||

「言及されていない（主要なものではない）行為実現者は kāraka及び〈対象〉と呼ばれる」

文［4］が表現する事態において、「息子」はこの A 1.4.51の条件を満たすが「婆羅門」は満た
さない。「婆羅門」は行為実現者ではないからである。

この解決法は、上に見てきた全ての問題に対して適用可能である。kārakaという術語が持つ語
源的意味に依拠することで、同術語の対象を定義する形に A 1.4.23を改定せずとも、全ての問題
が解決可能となる。文［1］における「村」も［6］における「樹」も行為の実現者としては表現さ
れていない。したがって、A 1.4.24の適用条件は満たされない。

3 kārakaという長い術語が持つ語源的意味をめぐる議論

3.1 主体でないものへの主体表示語の適用の問題

vt. 6 on A 1.4.23: anvartham iti ced akartari kartr
˚

śabdānupapattih. ||

　もし［kārakaという語は］語源的意味を有するものであると言うならば、主体でないもの
に対して、主体表示語［を適用すること］は不合理である。

MBh on vt. 6 to A 1.4.23 (I.324.11–12): anvartham iti ced akartari kartr
˚

śabdo nopapadyate |
karan. am. kārakam adhikaran. am. kārakam iti ||

　もし［kārakaという語は］語源的意味を有するものであると言うならば、主体でないもの
に対して、「〈手段〉は行為実現者である」（karan. am. kārakam）、「〈基体〉は行為実現者である」
（adhikaran. am. kārakam）というように主体表示語［を適用すること］は不合理である。

［解釈］kārakaという語の語源的意味である「［行為を］もたらす者、［行為を］もたらす主体」に
よって、それぞれの行為実現者の性質が限定されるとすると、不都合が生じる。デーヴァダッタ
と呼ばれる人が、薪を使って火を起こし、鍋の中で粥を調理しているという状況を表現する文が
あるとしよう。この場合、デーヴァダッタは調理行為の〈主体〉、薪は調理行為の〈手段〉、鍋は
調理行為の〈基体〉である。それぞれの性格づけは以下の規則に基づく。この段階で意図されて
いる規則解釈とともに挙げる。

A 1.4.54: svatantrah. kartā ||

「自主的なる行為実現者（行為をもたらす主体）は kāraka及び〈主体〉と呼ばれる」

A 1.4.42: sādhakatamaṅ karan. am ||

「行為実現者（行為をもたらす主体）である最有効因は、kāraka及び〈手段〉と呼ばれる」

A 1.4.45: ādhāro ’dhikaran. am ||

「行為実現者（行為をもたらす主体）である場は kāraka及び〈基体〉と呼ばれる」

上述した事態において、行為の主体としての機能を果たしているのはデーヴァダッタであり、そ
の意味で彼は「［行為を］もたらす主体」（kāraka）と言い得るが、薪も鍋もデーヴァダッタに使
用されているだけであり、それらが行為の主体であるとは言えない。したがって、薪にも鍋にも
「［行為を］もたらす主体」という kārakaという語の語源的意味は当てはまらないため、両者にこ
の語を適用することはできない。同語による性格の限定を受けることができるのは〈主体〉のみ
である。そうだとすれば、kārakaという長い術語が持つ語源的意味によって対象を限定するとい
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う、前節で述べた問題解決策は新たな問題を生むことになる。当該の語源的意味に合う性格を持
つのが〈主体〉だけだとすると、その他の各行為実現者を定義する諸規則、例えば上に引いた A
1.4.42と A 1.4.45が望ましい対象（薪と鍋）に適用できなくなってしまうのである40。

3.2 各行為実現者の主体性

3.2.1 料理行為における〈主体〉の主体性

vt. 7 on A 1.4.23: siddham. tu pratikārakam. kriyābhedāt pacādı̄nām. karan. ādhikaran. ayoh. kartr
˚

bhā-
vah. ||

　しかし［所期の事項は］成立する。動詞語根 pac等が表示する行為に関して、行為実現者ご
とに行為は異なるから、〈手段〉や〈基体〉には主体性がある。

MBh on vt. 7 to A 1.4.23 (I.324.14–16): siddhah. karan. ādhikaran. ayoh. kartr
˚

bhāvah. | kutah. |
pratikārakam. kriyābhedāt pacādı̄nām | pacādı̄nām. hi pratikārakam. kriyā bhidyate | kim idam. prati-
kārakam iti | kārakam. kārakam. prati pratikārakam | ko ’sau pratikārakam. kriyābhedah. pacādı̄nām |

　〈手段〉や〈基体〉の主体性は成立する。

　【問い】なぜか。

　【答え】動詞語根 pac等が表示する行為に関して、行為実現者ごとに行為は異なるから。［す
なわち、］動詞語根 pac等が表示する行為に関して、行為実現者ごとに行為は区別されるから。

　【問い】この pratikārakamという［語］は何か。

　【答え】pratikārakamは「行為実現者ごとに」（kārakam. kārakam. prati）［を意味する］。

　【問い】動詞語根 pac等が表示する行為に関する、その、行為実現者ごとの行為の区別とは
何か。

vt. 8 on A 1.4.23: adhiśrayan. odakāsecanatan. d. ulāvapanaidhopakars. an. akriyāh. pradhānasya kartuh.
pākah. ||

　鍋を火にかける行為（adhiśrayan. a）、鍋に水を注ぎ込む行為（udakāsecana）、鍋に米を入れ
る行為（tan. d. ulāvapana）、燃料を補給する行為（edhopakars. an. a）が、主要なる主体の料理行
為である。

MBh on vt. 8 to A 1.4.23 (I.324.19–20): adhiśrayan. odakāsecanatan. d. ulāvapanaidhopakars. an. ādi-
kriyāh. kurvan eva devadattah. pacatı̄ty ucyate | tatra tadā pacir vartate | es. a pradhānakartuh. pākah. |
etat pradhānakartuh. kartr

˚
tvam ||

　鍋を火にかける行為（adhiśrayan. a）、鍋に水を注ぎ込む行為（udakāsecana）、鍋に米を入れ
る行為（tan. d. ulāvapana）、燃料を補給する行為（edhopakars. an. a）等の行為を実践していると
きにのみ、デーヴァダッタは「料理している」（pacati）と言われる。そのとき、それら［の
諸行為］を動詞語根 pacは表示する。これが主要なる主体の料理行為である。これが主要な
る主体の主体性である。

40Pradı̄pa on MBh to vt. 6 ad A 1.4.23 (II.380): karotı̄ti kārakam iti yady āśrı̄yate tadā svatantrasyaiva
kartr

˚
sañjñāvat kārakasañjñāpi prāpnoti na tu karan. ādı̄nām. kartr

˚
paratantrān. ām || kartr

˚
śabda iti | kartr

˚
vācı̄

kārakaśabda ity arthah. |（「kārakaという語はもたらす主体を意味する［karotı̄ti kārakam］ともし認められる
ならば、その場合、自主的なるものにのみ〈主体〉という術語が適用されるのと同様に、kārakaという術
語も自主的なるものにのみ結果し、〈主体〉という他者に依存する〈手段〉等には結果しない。kartr

˚
śabdah.

以下について。主体を表示する kārakaという語、という意味である」）
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［解釈］ある一つの動詞語根が表示する行為の中で、それぞれの行為実現者はそれぞれ異なる行為
を実践している。それらそれぞれの行為に関してそれぞれの行為実現者は主体となる。ここでは、
まず主要なる主体（pradhāna-kartr

˚
）としてのデーヴァダッタが主体性を獲得する状況が説明され

ている。1. 鍋を火にかける行為（adhiśrayan. a）、2. 鍋に水を注ぎ込む行為（udakāsecana）、3. 鍋
に米を入れる行為（tan. d. ulāvapana）、4. 燃料を補給する行為（edhopakars. an. a）等の行為を実践し
ているとき、次の文が使用される。

［8］devadattah. pacati |

「デーヴァダッタが料理している」

この文は、デーヴァダッタが、上に 4つ例示したような諸行為をしながら、料理行為に主体と
して参与している状況を表しており、動詞語根 pacはその諸行為を伝える。

以下、別の行為実現者が行為の主体となることが説明される。なお、ここで当該のデーヴァダッ
タが「主要なる主体」（pradhāna-kartr

˚
）と言われている。このことは以下のことを示唆する。鍋

や薪は主体となることはあっても、それらはデーヴァダッタがいないと活動せしめられないとい
う意味において、デーヴァダッタに従属している。したがって、鍋や薪が主体として活動してい
る事態において、それらは主要なる主体としてのデーヴァダッタに比して主要ではない主体、従
属的な主体である。

3.2.2 料理行為における〈基体〉の主体性

vt. 9 on A 1.4.23: dron. am. pacaty ād. hakam. pacatı̄ti sambhavanakriyā dhāran. akriyā cādhikara-
n. asya pākah. ||

　「ドローナ分［の米］を料理する」（dron. am. pacati）、「アーダカ分［の米］を料理する」（ād. hakam.
pacati）というように、収納する行為と保持する行為が〈基体〉の料理行為である。

MBh on vt. 9 to A 1.4.23 (I.324.23–25): dron. am. pacaty ād. hakam. pacatı̄ti sambhavanakriyām.
dhāran. akriyām. ca kurvatı̄ sthālı̄ pacatı̄ty ucyate | tatra tadā pacir vartate | es. o ’dhikaran. asya
pākah. | etad adhikaran. asya kartr

˚
tvam ||

　「ドローナ分［の米］を料理する」（dron. am. pacati）、「アーダカ分［の米］を料理する」（ād. hakam.
pacati）というように、収納する行為と保持する行為を実践しているとき、鍋は「料理してい
る」（pacati）と言われる。そのとき、それら［の行為］を動詞語根 pacは表示する。これが
〈基体〉の料理行為である。これが〈基体〉の主体性である。

［解釈］鍋が一定量の米をこぼれないように自らのうちに収納して41、それを保持する行為を実践
しているとき、これらの行為に関して鍋は主体である。鍋を主体とする料理行為は次の文によっ
て表現される。

［9］sthālı̄ pacati |

「鍋が料理している」

この場合、動詞語根 pacは鍋が実践する収納する行為（sambhavanakriyā）と保持する行為（dhāra-
n. akriyā）を伝える。

41xが yの中に取り込まれて xと yが「一体化する、一緒になる」（sam-bhū）というところから、yが x
を「収納する」という意味が展開したと考えることができる。
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3.2.3 料理行為における〈手段〉の主体性

vt. 10 on A 1.4.23: edhāh. paks. yanty ā viklitter jvalis. yantı̄ti jvalanakriyā karan. asya pākah. ||

　「諸々の薪が料理するであろう」（edhāh. paks. yanti）、［すなわち］「［米が］軟化するまで燃
えるであろう」（ā viklitter jvalis. yanti）という［文が表現している］ように、燃焼行為が〈手
段〉の料理行為である。

MBh on vt. 10 to A 1.4.23 (I.325.2–3): edhāh. paks. yanty ā viklitter jvalis. yantı̄ti jvalanakriyām. kur-
vanti kās. t.hāni pacantı̄ty ucyante | tatra tadā pacir vartate | es. a karan. asya pākah. | etad karan. asya
kartr

˚
tvam ||

　「諸々の薪が料理するであろう」（edhāh. paks. yanti）、［すなわち］「［米が］軟化するまで燃え
るであろう」（ā viklitter jvalis. yanti）という［文が表現している］ように42、燃焼行為をなして
いるとき、諸々の樹片は「料理している」（pacanti）と言われる。そのとき、その［行為］を動
詞語根 pacは表示する。これが〈手段〉の料理行為である。これが〈手段〉の主体性である。

［解釈］米が軟化するまで薪が燃え続けるとき、それが薪にとっての料理行為である。このような
事態を次の文は表示している。

［10］edhāh. pacanti |

「諸々の薪が料理している」

ここで動詞語根 pacは薪がなす燃焼行為を伝える。

3.2.4 切断行為における〈主体〉の主体性

vt. 11 on A 1.4.23: udyamananipātanāni kartuś chidikriyā ||

　諸々の持ち上げ行為と振り下ろし行為が［主要なる］主体の切断行為である。

MBh on vt. 11 to A 1.4.23 (I.325.5–6): udyamananipātanāni kurvan devadattaś chinattı̄ty ucyate |
tatra tadā chidir vartate | es. a pradhānakartuś chedah. | etat pradhānakartuh. kartr

˚
tvam ||

　諸々の持ち上げ行為と振り下ろし行為をなしているとき、デーヴァダッタは「切っている」
（chinatti）と言われる。そのとき、それら［の行為］を動詞語根 chidは表示する。これが主要
なる主体の切断行為である。これが主要なる主体の主体性である。

［解釈］次に切断行為を例に取ることで、〈主体〉以外の行為実現者にも主体性が存在することが
さらに根拠づけられる。その前段階として、まずは〈主体〉の主体性が論じられる。切断行為は、
主要なる主体が道具の持ち上げ行為（udyamana）と振り下ろし行為（nipātana）をなすとき、成立
する。次の文はデーヴァダッタが切断行為をなしている事態を表す。

［11］devadattaś chinatti |

「デーヴァダッタは切断している」

ここで動詞語根 chidはデーヴァダッタがなす道具の持ち上げ行為と振り下ろし行為を伝える。

42Pradı̄pa on MBh to vt. 11 ad A 1.4.23 (II.381): bhavis. yannirdeśah. kartr
˚

gatasambhāvanāpeks. ah. | kartrā hi
sambhāvitakriyā niyujyante | niyuktāś ca vyāpriyante na tu prāg eva |（「未来時の提示は、主体に属する想像を
期待する。なぜなら、［他の行為実現者はそれらの］行為が想像されたときに、主体によって任用されるか
らである。［他の行為実現者は主体によって］任用されたときに［各々の行為に］従事する。［任用の］前で
は決してしない」）
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3.2.5 切断行為における〈手段〉の主体性

vt. 12 on A 1.4.23: yat tan na tr
˚

n. ena tat paraśoś chedanam ||

　草によって x［が切断されず、斧によって切断される］とき、そのとき、［それが］斧の切
断行為である。

MBh on vt. 12 to A 1.4.23 (I.325.8–9): yat tat samāna udyamane nipātane ca paraśunā chidyate
na tr

˚
n. ena tat paraśoś chedanam | avaśyam. caitad evam. vijñeyam |

　持ち上げ行為と振り下ろし行為が同じであるにもかからわず、斧によって xが切断され、草
によって xが切断されないとき、そのとき、［それが］斧の切断行為である43。そして、必ず
この［切断行為］はこのように理解されるべきである。

vt. 13 on A 1.4.23: itarathā hy asitr
˚

n. ayoś chedane ’viśes. ah. syāt ||

　なぜなら、さもなければ、切断行為に関して剣と草に違いがないことになるから。

MBh on vt. 13 to A 1.4.23 (I.325.11–12): yo hi manyata udyamananipātanād evaitad bhavati
cchinattı̄ty asitr

˚
n. ayoś chedane na tasya viśes. ah. syāt | yad asinā chidyate tr

˚
n. enāpi tac chidyeta ||

　なぜなら、持ち上げ行為と振り下ろし行為だけに基づいて「切っている」というこの［表
現］が起こると考える者、その者にとっては、切断行為に関して剣と草には違いがないこと
になってしまうから。剣によって切られるもの、それは草によっても切られ得ることになっ
てしまう。

［解釈］もし、主要なる主体（上ではデーヴァダッタ）がなす道具の持ち上げ行為と振り下ろ
し行為だけをもって切断行為を規定してしまうと、例えば斧や剣を使う切断行為と草を使う切断
行為の間に違いがないことになってしまう。しかし、実際には、斧や剣によっては切ることがで
きるが草によっては切ることができないものが存在するため、両者を使った切断行為には違いが
存在する。そしてそのような違いが生まれるのは、斧や剣と草がそれぞれ行為をなしているから
と考えなければならない。なぜなら、すでに述べられたように、それら斧や剣と草を振るう主要
なる主体がなす行為は持ち上げ行為と振り下ろし行為であり、それだけでは斧や剣を通じた切断
行為と草を通じた切断行為の間に差が生まれないからである。その差が生まれるのは、斧や剣と
草が何かしらの行為をなしているからである。したがって、〈主体〉以外の行為実現者にも主体性
があるということになる。

3.3 〈起点〉等の主体性の問題

vt. 14 on A 1.4.23: apādānādı̄nām. tv aprasiddhih. ||

　しかし、〈起点〉等［の主体性］は確立されない。

MBh on vt. 14 to A 1.4.23 (I.325.14–15): apādānādı̄nām. kartr
˚

tvasyāprasiddhih. | yathā hi bhavatā
karan. ādhikaran. ayoh. kartr

˚
tvam. nidarśitam. na tathāpādānādı̄nām. kartr

˚
tvam. nidarśyate ||

　〈起点〉等の主体性は確立されない。なぜなら、貴方は、〈手段〉と〈基体〉の主体性を例
示したのと同じようには、〈起点〉等の主体性を例示していないからである。

43yat . . . tatを副詞として機能する対格形と解する。Joshi/Roodbergen 1975: 31はそれらを主格形として
訳出しているが（‘that which is cut by an axe (and which can) not (be cut) by a blade of grass, that is the cutting
by an axe.’）、それだと「切断されるものが切断行為である」となり、意味不明である。yatの直後に置かれ
る tatは、切断行為の対象 xを指示する主格形と解する。
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［解釈］〈手段〉と〈基体〉の主体性は料理行為の例をもって示された。しかし、〈起点〉や〈受け
手〉の主体性は同じような仕方で示されておらず44、その意味において行為実現者それぞれに主体
性があると言うことはできない。実際、〈起点〉や〈受け手〉の主体性を料理行為に関して〈手段〉
と〈基体〉の主体性が示されたのと同様に示すことは困難である。次の文を見よ。

［3］grāmād āgacchati |

「xが村からやって来ている」

［12］brāhman. āya dadāti |

「xが婆羅門に与える」

［3］における「村」は〈起点〉として、［12］における「婆羅門」は何かを与えられる〈受け
手〉として表現されている45。次の文を見よ。

［13］grāma āgacchati |

「村がやって来ている」

［14］brāhman. o dadāti |

「婆羅門が与える」

これら二文は「村」と「婆羅門」がなす主体的な行為を示してはいるが、上記［3］と［12］が
表現する事態において両者が主体としてなしている行為を示すものではない。料理行為に関して
〈手段〉と〈基体〉の主体としての行為が、それらが主体でないときに使用されるのと同じ動詞語
根を使って示されるのとは違って、〈起点〉や〈受け手〉の場合には同じ動詞語根を使って示すこ
とができない46。この意味において、〈基体〉や〈手段〉の主体性を示す文は確立されるのに対し、
〈起点〉や〈受け手〉の主体性を示す文は確立されないのである。〈起点〉や〈受け手〉の主体性を
説明できないと、議論は説得力を持つものとはならない。

3.4 行為実現者の自主性と依存性に基づく解決

vt. 15 on A 1.4.23: na vā svatantraparatantratvāt tayoh. paryāyen. a vacanam. vacanāśrayā ca
sañjñā ||

　むしろ［そのような過失は］ない。［行為実現者の］自主性と依存性に基づいて。両者は代
わりがわりに表現される。そして、［そのような］表現に依拠して術語が適用される。

44ナーゲーシャによれば、apādānādı̄nām.「〈起点〉等の」という表現によって〈起点〉と〈受け手〉が意図
されている。その場合、同語の複数性は、それら〈起点〉や〈受け手〉を表現する言語運用の複数性により
説明される。Uddyota on MBh to vt. 14 ad A 1.4.23 (II.382): bhās. ye—apādānādı̄nām iti | ādinā sampradānam |
bahuvacanam. tu prayogabāhulyābhiprāyen. a |

45A 1.4.32: karman. ā yam abhipraiti sa sampradānam ||
46Pradı̄pa on MBh to vt. 14 ad A 1.4.23 (II.382): na hy apādāne grāme *grāma āgacchatı̄ti prayogo ’sti |

（「村が〈起点〉であるとき、『村がやって来ている』［grāma āgacchati］という言語運用がなされることはな
いから」）*Rohtak版（Vedavrata 1962–1963）は grāmāyaと読むが、これでは議論が意味をなさないため、
Nirn. ayasāgara版（Kudāla and Raghunāthśāstrı̄ 1935）の読みに従う。
［14］については Pradı̄pa on vt. 15 to MBh ad A 1.4.23 (II.383)を見よ。なお、カイヤタによれば、［3］と

［12］が表現するような事態において、〈起点〉は「固定点として存立すること」（avadhibhāvenāvasthāna）、
〈受け手〉は「承諾など」（anumananādi）といった固有の働き（vyāpāra）をなしていることが間接的にで
はあるが理解される。この点についても同箇所を見よ。
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MBh on vt. 15 to A 1.4.23 (I.325.17–23): na vais. a dos. ah. | kim. kāran. am | svatantraparatantra-
tvāt | sarvatraivātra svātantryam. pāratantryam. ca vivaks. itam | tayoh. paryāyen. a vacanam | tayoh.
svātantryapāratantryayoh. paryāyen. a vacanam. bhavis. yati | vacanāśrayā ca sañjñā bhavis. yati |
tad yathā | balāhakād vidyotate | balāhake vidyotate | balāhako vidyotata iti || kintarhy ucyate
’pādānādı̄nām. tv aprasiddhir iti | evam. tarhi na brūmo ’pādānādı̄nām. kartr

˚
tvasyāprasiddhir iti |

paryāptam. karan. ādhikaran. ayoh. kartr
˚

tvam. nidarśitam apādānādı̄nām. kartr
˚

tvanidarśanāya | paryā-
pto hy ekah. pulākah. sthālyā nidarśanāya |

　むしろ、このような過失はない。

　【問い】なぜか。

　【答え】［行為実現者の］自主性と依存性に基づいて。ここ（言葉の世界）では、どんな場
合にも、［行為実現者の］自主性と依存性が表現しようと意図される。両者は代わりがわりに
表現される。［すなわち］その自主性と依存性は代わりがわりに表現されるであろう。そして
［そのような］表現に依拠して術語が適用されるであろう。それは例えば「雲から［雷光が］
きらめく」（balāhakād vidyotate）、「雲の中で［雷光が］きらめく」（balāhake vidyotate）、「雲
がきらめく」（balāhako vidyotate）におけるように。

　【反論】しかし、「しかし、〈起点〉等［の主体性］は確立されない」と述べられている。

　このような場合、それでは、我々は「〈起点〉等の主体性は確立されない」とは述べない。
〈手段〉と〈基体〉の主体性を例示すれば、〈起点〉等の主体性の例示には十分である。なぜ
なら、一粒の米［の煮え具合を見ること］は鍋［全体の米の煮え具合］を例示するのに十分
であるから。

［解釈］それぞれの行為実現者は自主性と依存性を有し、それらは代わりがわりに表現される。以
下の文を見よ。

［15］balāhakād vidyotate |

「雲から［雷光が］きらめく」

［16］balāhake vidyotate |

「雲の中で［雷光が］きらめく」

［17］ balāhako vidyotate |

「雲がきらめく」

文［15］と［16］において、「雲」はきらめく行為の〈起点〉及び〈基体〉であり、行為の主要
なる主体である雷光に依存するものとして表現されている（依存とは何かは後に議論される）。一
方［17］は、カイヤタによれば雲と雷光の不異性を意図した上での表現であり47、同文において、
きらめく行為をなす主要なる主体として表現されている「雲」には自主性が観察される。このよ
うに、話者が xをどう語るかに応じて、xの自主性と依存性が同じ動詞語根が表示する行為に関し
てそれぞれ表現され得る。この自主性を表現する文が xに主体性があることの根拠となる。した
がって、〈起点〉であろうが〈受け手〉であろうが、各行為実現者には行為に応じた主体性がある
と言えるため、それらに kārakaという主体表示語を適用することは可能である。

47Pradı̄pa on MBh to vt. 15 (II.382–383): vidyuto balāhakasya cābhedavivaks. āyām ayam. prayogah. |（「雷
光と雲の不異性が表現しようと意図されるとき、このような言語使用がなされる」）Rohtak版（Vedavrata
1962–1963）にはこの箇所に行の乱れがあり、注意を要する。Nirn. ayasāgara版（Kudāla and Raghunāthśāstrı̄
1935）に乱れはない。
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しかし、以上のような説明が可能であるならば、なぜ「しかし、〈起点〉等［の主体性］は確立
されない」（vt. 14 on A 1.4.23: apādānādı̄nām. tv aprasiddhih）と述べたのかという疑問が生じる。
それに対してパタンジャリは、この発言の撤回を提案する。〈起点〉や〈受け手〉の場合の主体性
がその段階では例示されていなかったため、上のような言明がなされたのであるが、両者の主体
性を明示せずとも、〈基体〉や〈手段〉の主体性の例示から、同じくA 1.4.23の支配下規則中で規
定される〈起点〉や〈受け手〉にも同じように主体性があることが推測できるからである。鍋の
中の米全体の煮え具合は、その米の一部の煮え具合から推測可能であるのと同様である。

3.5 後続性に基づく規則の優先適用の問題及び行為実現者の自主性と依存性に基づく解決

MBh on vt. 15 to A 1.4.23 (I.325.23–25): kintarhi sañjñāyā aprasiddhih. | yāvatā sarvatraivātra
svātantryam. vidyate pāratantryam. ca tatra paratvāt kartr

˚
sañjñaiva prāpnoti || atrāpi na vā svatan-

traparatantratvāt tayoh. paryāyen. a vacanam. vacanāśrayā ca sañjñety eva ||

　【反論】しかし、［〈起点〉等の］術語［適用］が確立されなくなる。ここ（言葉の世界）で
は、どんな場合にも［行為実現者の］自主性と依存性が存在する。その限りにおいて、規則
後続性に基づき、〈主体〉という術語だけが結果する。

　【答論】これについても［回答は同じである］。［すなわち］まさに「むしろ［そのような
過失は］ない。［行為実現者の］自主性と依存性に基づいて。両者は代わりがわりに表現され
る48。そして、［そのような］表現に依拠して術語が適用される」と［述べられた］。

［解釈］xには常に自主性を依存性が内在しているとするならば、規則の同時適用の問題が起こる。
次の規則を見よ。

A 1.4.1: ā kad. ārād ekā sañjñā ||

「当該規則からA 2.2.38: kad. ārāh. karmadhārayeまで、一つのものには一つだけの術語が適用
される」

A 1.4.2: vipratis. edhe paraṅ kāryam ||

「二つの規則が対立するとき（一つのものに二つの規則が同時に適用可能なとき）、後続規則
が規定する文法操作が起こる」

〈起点〉等の術語を何らかの対象に付与するA 1.4.24から 1.4.55は、先に述べたように、A 1.4.1
が効果を及ぼす単一術語論題に属している。そのためA 1.4.2に基づいて、当該の対象にはより後
にくる規則が規定する術語だけが適用されるべきである。もし、ある対象に自主性と依存性の両
方が看取されるとすれば、行為実現者を示す 6つの名称のうち、最後に規定される名称である〈主
体〉だけが常に当該の対象には適用されることになり、それが〈起点〉等と呼ばれることはなく
なってしまう。

A 1.4.54: svatantrah. kartā ||

「自主的なる行為実現者（行為をもたらす主体）は kāraka及び〈主体〉と呼ばれる」

この問題に対して、パタンジャリはカーティヤーヤナの言明を再度繰り返して回答している。当
該の対象は〈起点〉として表現しようと意図されることもあれば、〈主体〉として表現しようと意

48自主性と依存性が代わりがわりに表現される場面に応じて、〈主体〉、〈起点〉、〈基体〉といった術語も
代わりがわりに適用される。この見解では、これらの術語が同じ場面で同じ対象に対して同時に適用され
ることはない。
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図されることもある。前者の場合、A 1.4.24に基づいてこの対象には〈起点〉という術語が適用さ
れ（例えば文［15］）、後者の場合、A 1.4.54に基づいて〈主体〉という術語が適用される（例えば
文［17］）。このように、術語は代わるがわる適用されるのであって、二つの術語が同時に適用さ
れるわけではないので、問題は起こらない。

3.6 依存するとはどのような事態か

MBh on vt. 15 to A 1.4.23 (I.326.1–2): yathā punar idam. bhavatā sthālyāh. svātantryam. nidarśitam.
sambhavanakriyām. dhāran. akriyām. ca kurvatı̄ sthālı̄ svatantreti kvedānı̄m. paratantrā syāt |

　【問い】しかし例えば、貴方によって以下のように鍋の自主性が例示された。収納する行
為と保持する行為を実践しているとき、鍋は自主的なるものである、と。では、どのよう場
合に［鍋は］他に依存するものであるのだろうか。

［解釈］上の議論では鍋や薪の自主性は料理行為の例をもって説明されたが、その依存性、すなわ
ち鍋や薪が何かに依存するとはどういうことなのかは説明されていない。対象が有する自主性と
依存性を根拠として問題を解決するならば、その依存性というものが一体何なのか説明される必
要がある。

3.6.1 鍋を洗う行為と回す行為における鍋の依存性

MBh on vt. 15 to A 1.4.23 (I.326.2–5): yat tat praks. ālanam. parivartanam. vā | na vā evamartham.
sthāly upādı̄yate praks. ālanam. parivartanam. ca karis. yāmı̄ti | kintarhi sambhavanakriyām. dhāran. a-
kriyām. ca karis. yatı̄ti | tatra cāsau svatantrā | kvedānı̄m. paratantrā ||

　【答え】［鍋を］洗う行為あるいは回す行為がある場合［、鍋は他に依存するものである］。

　【反論】「［鍋を］洗う行為と回す行為を私はなそう」というこのような目的で、鍋が使わ
れることはないのである。そうではなくて、「収納する行為と保持する行為を［鍋］はなすで
あろう」と［考えた上で鍋は使われる］。そしてそれら（収納する行為と保持する行為）に関
して、その［鍋］は自主的なるものである。さて、どのよう場合に［鍋は］他に依存するも
のであるのか。

［解釈］主要なる主体、例えばデーヴァダッタが、料理に使う鍋を洗ったり回したりするとき、当
該の鍋は主体に依存した存在であり、その主体性は発揮されていないと考えることができる。

この回答に対して反論が提示される。主要なる主体が料理行為のために鍋を使おうとするのは、
鍋に材料を収納する行為と保持する行為を期待しているからであって、その鍋を洗ったり回したり
するためではない。鍋を洗う行為や回す行為がなくても料理行為は実現され得るから、それらの
行為が料理行為の要因であるとは言えない。したがって、料理行為をなす主要なる主体に鍋が依
存している状況として、その人が鍋を洗ったり回したりしている場面を出すのは適切ではない49。
そして、主要なる主体が期待する収納する行為と保持する行為を鍋が実践しているとき、その鍋
は自主的なるものであり、依存するものではない。

以上より、別の方法で鍋の依存性を説明することが求められる。

49Pradı̄pa on vt. 15 to MBh ad A 1.4.23 (II.285): praks. ālanādyabhāve ’pi pākanis. pādāt tes. ām. tatrānaṅgatvāt ||
（「［鍋を］洗う行為等がなくても料理行為は実現されるから、それら［洗う行為等］はその［料理行為］の要因で
はないからである」）当該箇所は前半部がRohtak版（Vedavrata 1962–1963）では欠落している。Nirn. ayasāgara
版（Kudāla and Raghunāthśāstrı̄ 1935）に従う。
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3.6.2 努力に基づく行為実現者の自主性と依存性

MBh on vt. 15 to A 1.4.23 (I.326.5–7): evam. tarhi sthālı̄sthe yatne kathyamāne sthālı̄ svatantrā
kartr

˚
sthe yatne kathyamāne paratantrā | nanu ca bhoh. kartr

˚
sthe ’pi vai yatne kathyamāne sthālı̄

sambhavanakriyām. dhāran. akriyām. ca karoti | tatrāsau svatantrā | kvedānı̄m. paratantrā ||

　【答え】このような場合、それでは、鍋に存する努力が語られているとき、鍋は自主的な
るものであり、［主要なる］主体に存する努力が語られているとき、［鍋は］依存するもので
ある50。

　【反論】しかし、貴方、［主要なる］主体に存する努力が語られているときでも、鍋は収納
する行為と保持する行為をなしているのである。その場合、その［鍋］は自主的なるもので
ある。では、どのような場合に［鍋は］他に依存するものであるのか。

［解釈］ここで再び以下の二つの文を見よ。

［8］devadattah. pacati |

「デーヴァダッタが料理している」

［9］sthālı̄ pacati |

「鍋が料理している」

［8］では主要なる主体であるデーヴァダッタの努力が語られており、［9］では鍋の努力が語ら
れている。前者のように主要なる主体の努力が語られているとき、鍋は依存するものであり、後
者のように鍋の努力が語られているとき、鍋は自主的なものであるとしよう51。

このように考えても問題は解決しない。なぜなら、主要なる主体の努力が語られているとき、す
なわちデーヴァダッタが鍋や薪を使って米を調理をしている状況においても、鍋が米を収納する
行為と保持する行為をなしていることに変わりはない。すでに述べられたように、鍋が米を収納
する行為と保持する行為をなしているとき、その鍋は自主的なるものである。したがって、主要
なる主体の努力が語られているとき鍋は依存するものである、と主張することはできない。別の
説明が必要である。

3.6.3 主要者との共在に基づく依存性

MBh on vt. 15 to A 1.4.23 (I.326.7–9): evam. tarhi pradhānena samavāye sthālı̄ paratantrā vyavāye
svatantrā | tad yathā | amātyādı̄nām. rājñā saha samavāye pāratantryam. vyavāye svātantryam |

　【答え】このような場合、それでは、主要なものと共在するとき、鍋は依存するものであ
り、［主要者と］離れているとき、自主的なるものである。それは例えば、王と共在するとき、
大臣等には依存性があり、［王と］離れているとき自主性があるのと同様である。

50svatantraと paratantraにおける tantraという語は、パタンジャリによれば「主要素」（pradhāna）を意
味する（Ogawa 2007: 93 with note 2）。svatantraは「自己を主要素とするもの」すなわち「自主的なるもの」
であり、paratantraは「他者を主要素とするもの」すなわち「依存するもの」である。

51ここでパタンジャリが意図しているのは、文［8］や［9］からデーヴァダッタや鍋の努力が理解され
るということであって、新ニヤーヤ学派が言うように定動詞形 pacatiの動詞語尾-ti（tiP）が努力（yatna,
prayatna）あるいは意志（kr

˚
ti）を表示する、ということではない。パーニニ文法学派にとっては、当該の

動詞語尾-tiは主体（kartr
˚
）を表示する（A 3.4.69: lah. karman. i ca bhāve cākarmakebhyah.）。
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［解釈］主要なる主体であるデーヴァダッタと鍋が共在するとき、鍋は依存するものである。つま
り、鍋はデーヴァダッタが米をその中に入れる行為（tan. d. ulāvapana）をしてくれない限り52、米を
収納する行為と保持する行為という自らの行為に従事することができない。したがって、料理行
為の開始時点においてデーヴァダッタと共在する鍋は、自身の料理行為の実践に関してデーヴァ
ダッタに依存するものである。一方、いったん米がデーヴァダッタにより鍋の中に入れられると、
その後は鍋はデーヴァダッタがその場にいなくても米の収納行為と保持行為を実践することがで
きる。具体的には、デーヴァダッタが離れている場で鍋の中の米が煮えている場面を想像すれば
理解しやすい。このような状況下では、鍋は自身の料理行為の実践に関して自主的なるものであ
る。それは例えば、大臣の行動が王の側では王に依存したものとなり（何をすべきか王から命令
が下されてはじめて大臣の行動は開始される）、王がいない場ではその行動は自主的なものになる
のと同様である（ひとたび行動が開始されると、その後は王がいなくても大臣は自身の行為を実
践できる）。

3.6.4 主要者の定義

MBh on vt. 15 to A 1.4.23 (I.326.9–10): kim. punah. pradhānam | kartā | katham. punar jñāyate
kartā pradhānam iti | yat sarves. u sādhanes. u samnihites. u kartā pravartayitā bhavati ||

　【問い】しかし、主要なものとは何か。

　【答え】［主要なる］主体が［主要なるものである］。

　【問い】しかし、「［主要なる］主体が主要なるものである」とどのようにして知られるのか。

　【答え】なぜなら、すべての行為実現者が居合わせているとき、［主要なる］主体は［他の
行為実現者の］促進者となるから。

［解釈］そもそも「主要なるもの」（pradhāna）とは何なのかが問われる。パタンジャリによれば、
行為実現者のうち、主要なる主体（kartr

˚
）こそが主要なる存在である。主要なる主体であるデー

ヴァダッタに使役されることではじめて、鍋や薪は料理行為に参与することが可能だからである。
他の行為実現者を行為の実現に向けて促進すること、パタンジャリによればこれこそが主要なる
主体の特質である53。

3.6.5 行為実現者性と〈基体〉性の相互限定に基づく難点の指摘

MBh on vt. 15 to A 1.4.23 (I.326.10–15): nanu ca bhoh. pradhānenāpi vai samavāye sthālyā
anenārtho ’dhikaran. am. kārakam iti | na hi kārakam ity anenādhikaran. atvam uktam adhikaran. am
iti vā kārakatvam | ubhau cānyonyaviśes. akau bhavatah. | katham | ekadravyasamavāyitvāt | tad
yathā | gārgyo devadatta iti | na hi gārgya ity anena devadattatvam uktam. devadatta ity anena vā
gārgyatvam | ubhau cānyonyaviśes. akau bhavata ekadravyasamavāyitvāt ||

　【反論】しかし、貴方、実に鍋が主要なるものと共在しているときでも、「［鍋は］〈基体〉
であり行為実現者（kāraka）である」というこのことによって目的は果たされるのである。な
ぜなら、「［鍋は］行為実現者である」（kārakam）というこの［表現］によって［鍋の］〈基体〉
性は述べられておらず、あるいは「［鍋は］〈基体〉である」（adhikaran. am）という［この表現

52主要なる主体であるデーヴァダッタがなす料理行為の中身については §3.2.1を見よ。
53Ogawa 2007は、主要なる主体が有する特質を説くバルトリハリの議論を扱っており、文法学派が「主

体」という概念をどのようにとらえていたかを知る上で有益である。



古代インド文法学の意味論—パタンジャリ著『大注釈』における「行為実現者日課」の研究 (1)（川村） 131

によって鍋の］行為実現者性は［述べられていない］からである。そして、両者（〈基体〉性
と行為実現者性）は互いの限定者となる。

　【問い】どのようにか。

　【答え】［両者が］同一の実体に内属していることによって。それは例えば「［彼は］ガル
ガ族のデーヴァダッタである」（gārgyah. devadattah.）におけるように。なぜなら、「［彼は］ガ
ルガ族の者である」（gārgyah.）というこの［表現］によってデーヴァダッタ性は述べられてお
らず、あるいは「［彼は］デーヴァダッタである」（devadattah.）というこの［表現］によって
ガルガ族性は［述べられていない］。そして、両者（デーヴァダッタ性とガルガ族性）は互い
の限定者となる。［両者は］同一の実体に内属しているから。

［解釈］望ましい文の派生説明をなすためには、鍋が〈基体〉であると同時に行為を主体的になす
行為実現者であることが正当化されねばならない。言い換えれば、〈基体〉性（adhikaran. atva）と
行為実現者性（kārakatva）によって同時に鍋が特徴づけられることが説明されなければならない。
しかし、上に示された共在と非共在の議論では、このことは確立されない。主要なる主体である
デーヴァダッタがその場におり、彼に促進されることで鍋が料理行為に参与しはじめたとき、そ
の鍋はデーヴァダッタに依存しているゆえに、デーヴァダッタがなす料理行為を支える〈基体〉と
して機能は果たしているが自主的なものではないため鍋を、「行為をもたらす主体、行為実現者」
（kāraka）と呼ぶことはできない。他方、デーヴァダッタがその場を離れ、鍋が自主的に米の収納
行為と保持行為をなしているとき、鍋は「行為をもたらす主体」としては機能してはいるが、デー
ヴァダッタに依存し、デーヴァダッタを〈主体〉とする調理行為に従属的に参与する〈基体〉と
しては機能していない。したがって、いずれの状況下にある鍋も「〈基体〉であり、行為実現者で
ある」（adhikaran. am. kārakam）と言われることはない。パタンジャリの言い方では、〈基体〉性と
行為実現者性の相互限定がなされる状況、すなわち鍋に〈基体〉性と行為実現者性のいずれもが
想定される状況が説明されねばならない。〈基体〉性と行為実現者性が相互限定をなすとは、〈基
体〉以外の行為実現者が持つ行為実現者性が前者によって排除され、行為実現者とは想定されな
い〈基体〉が持つ〈基体〉性が後者によって排除されるということである。

3.6.6 kārakaという語に対する新定義

MBh on vt. 15 to A 1.4.23 (I.326.15–16): evam. tarhi sāmānyabhūtā kriyā vartate tasyā nirvartakam.
kārakam ||

　このような場合、それでは、［全ての行為実現者に］共通の行為が存在する。そのような［行
為］を実現するものが行為実現者（kāraka）である。

［解釈］以上より、料理行為に参与している鍋に〈基体〉性と行為実現者性を同時に設定すること
は困難である。ここに至って、kārakaという語の語源的意味が含意する内容に解釈が加えられる。
これまでそれは「［行為を］実現するもの」（sādhaka, nirvartaka）として議論が進められてきたが、
ここでパタンジャリはある行為に参与しているもの全てに共通する行為というものを設定し、そ
のような共通行為を実現するものという意味内容を kārakaという語に与える。料理行為の場合で
言えば、この料理行為そのもの、料理行為全体である。

主要なる主体であるデーヴァダッタに使役されて、鍋や薪などの要因は行為に参与し、最終的
に全ての要因の働きを通じて料理行為というものが実現される。この過程を全体として見たとき
には、鍋や薪などは料理行為それ自体をもたらす要因として働いていることから、行為実現者で
あり、〈主体〉である。一方、この料理行為という結果をもたらすに至る途中段階を個々に見てみ
ると、鍋や薪などは〈基体〉や〈手段〉などとして働きをなしているため、それぞれには〈基体〉
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性や〈手段〉性が成立する。このように考えるならば、鍋が行為実現者であると同時に〈基体〉で
もあることを正当化することができる。

この構造は、子を生む行為の際に見られる母と父の構造と同じである。子を生む行為を全体と
してみれば、母も父もその行為をもたらす要因であるから、行為実現者としての〈主体〉である。
一方、この行為が実現される過程で果たされるそれぞれの役割を個別に見れば、母は〈基体〉であ
り（ayam asyām janayati「彼［父］は彼女［母］のもとに生む」）、父は〈起点〉である（iyam asmāj
janayati「彼女［母］は彼［父］から生む」）54。

4 kārakeの別解釈とその理由

MBh on A 1.4.23 (I.326.16–17): athavā yāvad brūyāt kriyāyām iti tāvat kāraka iti | evam. ca kr
˚

tvā
nirdeśa upapanno bhavati kāraka iti | itarathā hi kārakes. v iti brūyāt |

　あるいはむしろ、「行為に関して」（kriyāyām）という限りのことを kārakeという［語によっ
てパーニニは］述べているのであろう。そしてこのように考えれば、kārakeという［語の］提
示は合理的なものとなる。なぜなら、さもなければ「諸行為実現者のうちで」（kārakes. u）と
［パーニニは］述べるべきであるから。

［解釈］これまでは、A 1.4.23: kārakeを術語としての支配項目（sañjñātvenādhikārah.）をA 1.4.24–55
に供給するものとして議論が展開されてきた。最後にパタンジャリはこの解釈を一掃してしまう。
すなわち彼は、A 1.4.23の kārakeを「行為に関して」（kriyāyām）という意味を意図したとものと
解釈し、カイヤタの言葉で言えば55、同語を限定要素としての支配項目（viśes. an. atvenādhikārah.）
と理解する。この場合、「行為に関して」という意味を持つ kārakeという語がA 1.4.24–55に継起
することによって、それぞれの規則で規定される対象の性格が限定される。例えば、A 1.4.24やA
1.4.51は次のように解釈されることになる。

A 1.4.24: dhruvam apāye ’pādānam ||

「離れる行為があるとき、行為に関する（kārake）固定点は〈起点〉と呼ばれる」

A 1.4.51: akathitañ ca ||

「行為に関する（kārake）、言及されていないものは、〈対象〉と呼ばれる」

これにより、［1］の「村」と［6］の「樹」にA 1.4.24が適用されること、［4］の「婆羅門」に
A 1.4.51が適用されることは防がれる。

［1］ grāmasya samı̄pād āgacchati |

「［xが］村の近くからやって来ている」

54Pradı̄pa on MBh to vt. 15 ad A 1.4.23 (II.385): sarves. ām. kārakān. ām. sādhyatvena sādhāran. ı̄ kriyā tataś
ca sarves. ām. tasyām. kartr

˚
tvam | avāntaravyāpāravivaks. āyām. tu karan. ādirūpatvam | yathā mātāpitror apaty-

otpādane kartr
˚

tvam. bhedavivaks. āyām. tu ayam asyām iyam asmāj janayatı̄ty adhikaran. atvam apādānatvam. ca
vyavatis. t.hate | kartr

˚
sañjñā tu karan. atvādyavasthāyām. na bhavati |（「全ての行為実現者は、実現対象として共

通の行為を有する。そしてそれゆえ、全てのものはその［共通の行為］に関して〈主体〉である。一方、途
中段階の働きが表現しようと意図されるときには、［行為実現者は］〈手段〉などの姿をとる。例えば、母
と父は子を生み出す行為に関して〈主体〉であるが、［役割の］違いが表現しようと意図されるときには、
ayam asyām iyam asmāj janayati『彼［父］は彼女［母］のもとに生む、彼女［母］は彼［父］から生む』と
いうように、〈基体〉性と〈起点〉性が［母と父の］個々に存立する。一方、［薪などに］〈手段〉性などが
存立しているときには、〈主体〉という術語は適用されない」）

55Pradı̄pa on MBh to A 1.4.23 (II.376).
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［6］ vr
˚

ks. asya parn. am. patati |

「樹の葉が落ちる」

［4］brāhman. asya putram. panthānam. pr
˚

cchati |

「xは婆羅門の息子に道を尋ねている」

パタンジャリがこれまでの議論を全て撤回した理由を彼自身は説明しないが、Cardona 1974が
指摘するように、『ニヤーサ』（Nyāsa）はそれを次のように説明している。すなわち、kārakaとい
う語が「［行為を］なす主体」という意味で派生されるためにはA 1.4.54の適用が必要である一方、
A 1.4.54が正しく適用されるためには同語が A 1.4.23から A 1.4.54に読み込まれなければならな
い。パタンジャリが議論を転換した背景には、このような相互依存（itaretarāśraya）の問題がある
と言う56。

上に示された解釈が、パタンジャリにとって、最後に残された合理的な解釈だったようである。
一方、もしパーニニが kārakeという単数形ではなく kārakes. u「諸行為実現者のうちで」と複数形
を述べていても問題は解決した、とパタンジャリは考えている。この場合、例えば A 1.4.24と A
1.4.51は次のように解釈されることになる。

A 1.4.24: dhruvam apāye ’pādānam ||

「離れる行為があるとき、行為実現者のうちで（kārakes. u）、固定点は〈起点〉と呼ばれる」

A 1.4.51: akathitañ ca ||

「行為実現者のうちで（kārakes. u）、言及されていないものは〈対象〉と呼ばれる」

これによっても上に述べた不都合な規則適用は回避可能である。Cardona 1974: 270が指摘する
ように、この解釈の場合には、kārakaという語が「行為を実現する主体（者）」を意味することは
文法学学習者にとって周知だったことになる。なぜなら、何の定義もなしに kārakes. uという条件
を示す語が使われていることになるからである。

［補説］パタンジャリは kārakeという単数形では上述したような選択の意味「～のうちで」を伝え
ることはできないと考えているようだが、それはなぜなのか疑問が残る。同じく『ニヤーサ』が
指摘し、Cardona 1974もそれに論及するように57、kārakeという単数形を、類概念を示す単数形と
とらえれば、同語は「行為実現者というもののうちで」という意味になり、全ての行為実現者を
指示することが可能になる。類概念を示す単数形をパーニニは次の規則で規定している。

A 1.2.58: jātyākhyāyām ekasmin bahuvacanam anyatarasyām ||

「類が伝えられる場合、単数の対象が表示されるべきときに複数接辞が任意に起こる」

単数形でも類概念を伝えることができる場合、もしパーニニが kārakeという語によって意図し
た意味が「行為実現者のうちで」だったとするならば、彼が複数形 kārakes. uではなく単数形 kārake
を使用したのは、規則を構成する音の量をできる限り少なくするためと考えることができる58。

56Cardona 1974: 270 with note 135 を見よ。Nyāsa on KV to A 1.4.23 (I.531–532): itaretarāśrayaś cāpi
dos. ah. syāt | tathā hi kartr

˚
sañjñottarakālam. kārakaśabdasya vyutpattis tasyām. satyām. kārakaśabdopakramen. a

kartr
˚

sañjñā syāt |
57Cardona 1974: 270 with note 140 を見よ。Nyāsa on KV to A 1.4.23 (I.531): tat katham ekavacanena

nirdeśah. | sāmānyāpeks. ayā tv ekavacanam |
58PIŚ 122: ardhamātrālāghavena putrotsavam. manyante vaiyākaran. āh. ||（「半モーラ［1子音分の音の長さ］

縮めることができれば、文法家たちは［それを］息子の誕生と考える」）
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Keidan 2007はA 1.4.23の本来の形が kārakamという中性主格形だった可能性、議論の最後にく
る本節（§4）が後代の付加によるものである可能性を詳しく論じている。確かに、A 1.4.23の本来
の形及びカーティヤーヤナとパタンジャリが見ていたA 1.4.23の形が kārakamであったとすれば、
なぜ最後まで kārakeという位格形に関する議論が一切出てこないのかという疑問は払拭される。
kārakeという位格形を術語としての支配項目と見なすには §1で示した二つの原則を考慮に入れる
必要があるが、その話が全く出ないまま議論が進むのは確かに奇妙である。加えて、もし kārake
という位格形を前提とした本節が後代の付加物だとすると、これを付加した人物は A 1.2.58の可
能性にまで頭が回らなかったことになるが、このように考えるとこの規則が本節で言及されてい
ない事実も説明できるように思う。これは個人的な感覚であり根拠はないが、この後代の人物は
さておき、パタンジャリほどの人物が筆者ですらすぐ頭に浮かぶ A 1.2.58の存在を見落とすとは
到底思えないからである。
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Uddyota: Nāgeśa’s Uddyota. See Vedavrata 1962–1963.
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体〉（karmakartr.）論（3）」『比較論理学研究』8: 33–57.
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1976 Patañjali’s Vyākaran. a-Mahābhās. ya: Anabhihitāhnika (P. 2.3.1-2.3.17), Introduction, Text, Trans-

lation and Notes. Poona: University of Poona.



古代インド文法学の意味論—パタンジャリ著『大注釈』における「行為実現者日課」の研究 (1)（川村） 135

Kawamura, Y.
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drabuddhi and Padamañjarı̄ of Haradatta Miśra). 6 vols. Varanasi: Ratna Publications.

Ogawa, H.
2007 “Being an Agent.” The Annals of the Research Project Center for the Comparative Study of Logic

4: 93–99
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Semantics in the Sanskrit Grammatical Tradition of Ancient India: A Study of
the kārakāhnika in Patañjali’s Mahābhās. ya (1)

Yūto Kawamura

The present paper is an annotated Japanese translation of the Bhās.ya on As. t.ādhyāyı̄ 1.4.23: kārake. This
is a heading rule (adhikārasūtra) by which the subsequent kāraka rules (As. t.ādhyāyı̄ 1.4.24: dhruvam
apāye apādānam–As. t.ādhyāyı̄ 1.4.55: tatprayojako hetuś ca) are governed. This paper is the first attempt
to translate into Japanese Patañjali’s elaborate commentary on this grammatical rule of Pān. ini’s, with a
view to stimulating and furthering studies of Pān. inian grammar in Japan. The following is a synopsis of
the discussions Patañjali conducts in commenting on the rule:

　 1 The use of the word kārake as intended to assign a class name

　 2 The necessity of defining what is assigned the class name kāraka

　　 2.1 A problem caused by not defining what is assigned the class name kāraka and its solution

　　　 1: The problem of assigning the class name apādāna to ‘village’ in ‘. . . is coming from the

　　　 vicinity of the village’ (grāmasya samı̄pād āgacchati) and a solution based on the village’s

　　　 state of not being an action-participant (kāraka)

　　 2.2 A problem caused by not defining what is assigned the class name kāraka and its solution

　　　 2: The problem of assigning the class name karman to ‘Brahmin’ in ‘. . . is asking the

　　　Brahmin’s son the way’ (brāhman. asya putram. panthānam. pr
˚

cchati) and a solution based on

　　　 an interpretation of the word akathita in As. t.ādhyāyı̄ 1.4.51: akathitañ ca

　　 2.3 A problem caused by not defining what is assigned the class name kāraka and its solution

　　　 3: The problem of assigning the class name apādāna to ‘tree’ in ‘a leaf of the tree is falling’

　　　 (vr
˚

ks. asya parn. am. patati) and a solution based on the tree’s state of not being an action-

　　　 participant (kāraka)

　　 2.4 A problem caused by not defining what is assigned the class name kāraka and its solution

　　　 4: The problem of assigning the class name karman to ‘Brahmin’ in ‘. . . is asking the

　　　Brahmin’s son the way’ (brāhman. asya putram. panthānam. pr
˚

cchati) and a solution based on

　　　 the fact that the term kāraka is a long term (mahatı̄ sañjñā)

　 3 Discourses on the etymological meaning of the long term kāraka

　　 3.1 The problem of applying an agent noun (kartr
˚

śabda) to an entity that is not an agent

　　 3.2 The agency of each action-participant

　　　 3.2.1 The agency of an agent (kartr
˚

) with respect to the act of cooking

　　　 3.2.2 The agency of a locus (adhikaran. a) with respect to the act of cooking

　　　 3.2.3 The agency of an instrument (karan. a) with respect to the act of cooking

　　　 3.2.4 The agency of an agent with respect to the act of cutting

　　　 3.2.5 The agency of an instrument with respect to the act of cutting

　　 3.3 The problem with the agency of an entity that serves as a point of departure (apādāna) and

　　　 so forth
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　　 3.4 A solution based on the independence and dependence of an action-participant

　　 3.5 The problem of a following rule taking precedence over a previous rule and its solution

　　　 based on the independence and dependence of an action-participant

　　 3.6 What is it to be dependent?

　　　 3.6.1 The dependence of a pot with respect to the act of washing and turning.

　　　 3.6.2 The independence and dependence established by the concept of effort (yatna)

　　　 3.6.3 The dependence established by the other action-participants’ coexistence with the

　　　　 principal one (pradhāna)

　　　 3.6.4 A definition of the principle

　　　 3.6.5 The mutual characterization of the state of being an action-participant and that of being

　　　　 a locus

　　　 3.6.6 A new definition of the term kāraka

　 4 Another interpretation of kārake in A 1.4.23 and its reason
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